
川崎市上下水道局入江崎水処理センター西系水処理施設上部に事業者が

設置する太陽光発電設備で発電された電力の購入に関する公募型プロポ

ーザル方式事務取扱要綱

（趣旨） 

第１条 川崎市上下水道局入江崎水処理センター西系水処理施設上部に事業者

が設置する太陽光発電設備で発電された電力の購入（以下「本購入」という

。）において、公募型プロポーザル方式により受注者として最も適した者（

以下「受注適格者」という。）の特定を行う場合の事務取扱いについては、

川崎市上下水道局契約規程（昭和４１年川崎市水道局規程第２８号。以下「

契約規程」という。）その他別に定めるもののほか、この要綱の定めるとこ

ろによる。

（定義） 

第２条 この要綱において、「公募型プロポーザル方式」とは、提案書（第１

号様式）を提出する提案者を公募し、当該者に対するヒアリングの内容及び

提案書について審査及び評価を行い、受注適格者を特定する方法をいう。

（応募者の参加資格要件） 

第３条 応募者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各

号に該当しない者

（２）国税又は市税の未納がない者

（３）川崎市暴力団排除条例（平成２４年川崎市条例第５号）第２条第１号に

規定する暴力団、同条第３号に規定する暴力団員等、同条第５号に規定す

る暴力団経営支配法人等又は第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を

有すると認められるものでない者

（４）神奈川県暴力団排除条例（平成２２年神奈川県条例第７５号）第２３条



第１項又は第２項の規定に違反していない者

（５）次のいずれにも該当しない者

ア 契約規程第２条の規定により一般競争入札に参加できない者

イ 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱（昭和６３年９月１日６３川

財工第１６６号）第２条又は第３条の規定により指名停止を受け、指名停

止期間中である者

（６）その他別に定める要件を備えた者

（委員会） 

第４条 上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）は、受注適格者の特

定を行うため、プロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）を

設置する。 

２ 審査委員会は、審査委員長及び審査委員をもって組織する。 

(１) 審査委員長は、総務部担当部長（財務担当）をもって充てる。 

(２) 審査委員は、下水道部長、下水道施設担当部長及び下水道計画課長をも

って充てる。 

(３) 審査委員会の事務局は、下水道計画課に置く。 

３ 審査委員会は、次に掲げる事項を審議し、管理者に上申する。 

(１) 受注適格者の特定を公募型プロポーザル方式により行うことの適否 

(２) プロポーザル評価委員会（以下「評価委員会」という。）の構成 

(３) 提案書の評価に関する基準（以下「評価基準」という。） 

(４) 学識経験を有する者（以下「学識経験者」という。）の選定 

 (５) その他必要な事項 

４ 管理者は、審査委員会の上申を受け、前項各号に掲げる事項を定める。 

５ 管理者は、評価基準を定めようとするときは、あらかじめ、学識経験者の 

意見を聴くものとする。 



６ 管理者は、受注適格者の特定を公募型プロポーザル方式により行うことが

適当であると決定したときは、評価委員会を設置する。 

７ 管理者は、必要があると認めるときは、評価委員会に学識経験者を委員と

して加えることができる。 

８ 評価委員会は、次に掲げる事項を行う。 

(１) 第３条第６号に基づき提案者が備えるべき要件を定めること。 

(２) 提案者に対するヒアリング 

(３) ヒアリングの内容及び提案書に対する審査及び評価 

９ 前各項に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、審査

委員長が審査委員会に諮って定め、評価委員会の運営に関し必要な事項は、

評価委員長が評価委員会に諮って定める。 

（実施の公表） 

第５条 管理者は、受注適格者の特定を行おうとするときは、次に掲げる事項

を、川崎市上下水道局ウェブサイトへの掲示等の方法により公告するものと

する。 

（１）本購入の名称、内容及び履行期間 

（２）参加資格 

（３）評価基準 

（４）契約担当課 

（５）提案者の募集に関する書類を交付する期間、場所及び方法 

（６）公募型プロポーザル参加意向申出書（第２号様式。以下「参加意向申出 

書」という。）を提出すべき期限、場所及び方法 

（７）第７条第１項の通知書を交付する日及び場所 

（８）提案書を提出すべき期限、場所及び方法 

（９）ヒアリングを実施する予定日及び場所 



（１０）使用する言語及び通貨 

（１１）関連する情報を入手することができる窓口 

（１２）その他必要な事項 

（参加意向申出） 

第６条 提案書を提出しようとする者は、参加意向申出書に必要な書類を添え

て、管理者に提出しなければならない。 

（参加資格の確認等） 

第７条 管理者は、参加意向申出書を提出した者について、第３条に規定する

要件に該当する者（以下「参加資格者」という。）であるかどうかの確認を

行い、その結果を参加資格確認結果通知書（第３号様式）により通知する。 

２ 前項の確認の結果、参加資格者と認められなかった者（以下「非参加資格

者」という。）に対する通知には、参加資格を認められなかった理由を記載

するものとする。 

３ 非参加資格者は、管理者に対して、前項の理由について、書面による説明

を求めることができる。 

（提案書の提出等） 

第８条 参加資格者は、管理者が指定する期限までに、必要な書類を添えて、

提案書を管理者に提出しなければならない。 

２ 評価委員会は、提案書の提出があったときは、提案内容についてのヒアリ

ングを行うものとする。 

（参加資格の喪失等） 

第９条 参加資格者が、契約を締結するまでの間において、次の各号のいずれ

かに該当するに至ったときは、参加資格を失うものとする。 

（１）第３条に規定する要件に該当しないこととなったとき。 

（２）提出した書類に虚偽の記載をする等不正な行為を行ったとき。 



２ 前項の規定により参加資格を失った者（以下「参加資格喪失者」という。

）が提出した提案書は、無効とする。 

３ 管理者は、参加資格喪失者に対し、参加資格を失う旨及びその理由を参加

資格喪失通知書（第４号様式）により通知する。 

４ 参加資格喪失者は、管理者に対して、前項の理由について書面による説明

を求めることができる。 

（受注適格者の特定） 

第１０条 管理者は、第４条第８項第３号の審査及び評価に基づいて、受注適

格者を特定する。 

２ 管理者は、受注適格者を特定しようとするときは、あらかじめ、学識経験

者の意見を聴くものとする。ただし、第４条第７項の規定により、学識経験

者を委員として加えるときは、この限りでない。 

３ 管理者は、受注適格者の審査の結果について、提案者に対し、結果通知書

（第５号様式）により通知する。 

４ 受注適格者として特定された者以外の者は、管理者に対して、特定されな

かった理由について書面による説明を求めることができる。 

（契約交渉） 

第１１条 管理者は、受注適格者と契約締結の交渉を行う。 

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は

、管理者が定める。 

附 則 

この要綱は、令和５年７月２４日から施行する。 



第１号様式（第２条関係） 

提 案 書 

年  月  日 

（宛先）川崎市上下水道事業管理者 

住   所 

商号又は名称 

代表者職氏名           印 

次の件について、提案書を提出します。 

件名： 

連絡担当者 

所 属 

氏 名 

電 話 

ＦＡＸ 

E-mail 



第２号様式（第５条関係） 

公募型プロポーザル参加意向申出書 

年  月  日 

（宛先）川崎市上下水道事業管理者 

住   所 

商号又は名称 

代表者職氏名          印 

     年  月  日付けで公告された次の件について、公募型プロポー 

ザルに参加を申し込みます。 

件名： 

連絡担当者 

所 属 

氏 名 

電 話 

ＦＡＸ 

E-mail 



第３号様式（第７条関係） 

参加資格確認結果通知書 

年  月  日 

商号又は名称 

代表者職氏名 

川崎市上下水道事業管理者  

年  月  日付けで公告した次の件について、参加資格確認結果 

を通知します。 

１ 件名： 

２ 参加資格の有無 

 (１) 資格を有することを認めます。 

 (２) 次により、資格を有することが認められません。 

理由： 

契約担当課 

電 話 

ＦＡＸ 

E-mail 



第４号様式（第９条関係） 

参加資格喪失通知書 

年  月  日 

商号又は名称 

代表者職氏名 

川崎市上下水道事業管理者  

    年  月  日付けで公告した次の件について、貴社は参加資格を 

喪失したので通知します。 

１ 件名： 

２ 参加資格喪失の理由 

契約担当課 

電 話 

ＦＡＸ 

E-mail 



第５号様式（第１０条関係） 

結 果 通 知 書 

  年  月  日 

商号又は名称 

代表者職氏名 

川崎市上下水道事業管理者 

貴社から提出があった次の件の提案書等の内容について、審査結果を次のと

おり通知します。 

１ 件名： 

２ 結果 

 (１) 受注適格者として特定しました。 

契約等の手続につきましては、別途連絡します。 

 (２) 次の理由により受注適格者として特定しませんでした。 

理由： 

契約担当課 

電 話 

ＦＡＸ 

E-mail 


